
  浜松市内で、サツマイモなどに大きな被害を及ぼす害虫

 「アリモドキゾウムシ」の発生が確認されました。
 アリモドキゾウムシの根絶には、寄主植物(寄生する植物)を
 除去することが有効です。

 サツマイモ の重要害虫 [  令 和 ５ 年 ６ 月  ]

  （ 緊 急 防 除 中 の 発 生 区 域 内 に お け る 栽 培 禁 止 と 除 去 等 ）

  ●  発 生 区 域 内 で は 、 ア リ モ ド キ ゾ ウ ム シ の 寄 主 植 物 で あ る

   サツマイモ、エンサイ(空心菜)やアサガオ類

  (ノアサガオ等含む)の 栽培 が禁止 さ れ て い ま す 。

 

  ●  ア リ モ ド キ ゾ ウ ム シ が 寄 生 す る こ れ ら の ｢植物の除去｣

    にご協力 を お 願 い し ま す 。
 
  ※  ご 自 宅 の 敷 地 内 や 畑 等 で 、 寄 主 植 物 を 見 つ け た 場 合は、
  除去してください。

 ※ 除去した植物は、ポリ袋で密閉し、家庭ゴミとして廃

  棄してください。

 ※ 除去できない場合は、こちらにご相談ください。

   静岡県西部農林事務所(地域振興課) 053-458-7219

 地域の皆様へのお願い

           が寄生
する植物の   にご協力を
アリモドキゾウムシ

※  発 生 区 域 は 裏 面 を ご 覧 く だ さ い 。
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 緊急防除実施中の発生区域
   緊急防除は、規制を行う区域(発生区域)を定め、実施されます。

 

アリモドキゾウムシに関するお問合せ先

●静岡県西部農林事務所（地域振興課）  ０５３-４５８-７２１９ 
           （生産振興課）  ０５３-４５８-７２１７ 
●静岡県病害虫防除所          ０５３８-３６-１５４３ 
●静岡県食と農の振興課         ０５４-２２１-２６２６ 
●浜松市農業振興課           ０５３-４５７-２３３２

アリモドキゾウムシに関する情報→

規制の対象となる区域 （発生区域：令和５年３月19日現在）

※ 新たにアリモドキゾウムシが発見された場合は、対象地域を拡大する場合があります。
※ 公共用地（堤、保安林等）の寄主植物については、県で除去準備をしています。
※ 今後、寄主植物を切開する調査を予定しています。調査へのご協力をお願いします。

 静岡県浜松市アリモドキゾウムシ防除対策協議会

 ●静岡県食と農の振興課 ●静岡県西部農林事務所 ●静岡県病害虫防除所  

 ●浜松市  ●静岡県経済農業協同組合連合会   ●とぴあ浜松農業協同組合

出典：国土地理院地図


